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画に結びつけることが重要である．   

そこで，用途群を層別し，過去3年間の月別売り上  

げ実績値を抽出して，年変動分と季節変動分のいずれ  

の変動が大きいかの時系列解析を行った．その結果，  

日持ちのしない食品群は季節変動するものが多いこと  

が判った．蒲鉾等の加工食品は正月前の需要が多く，  

好莱群は夏場の需要が多い．季節変動する用途群は季  

節指数を求め，その指数から月産量の変動をできるだ  

け抑えるような用途群の組合せでフイルム生産計画の  

案を作成した．また，年変動が大きい用途群はレトル  

ト，インスタント類で，その需要は年間5％の伸びが  

ある．逆に和菓子類の需要は頭打ちである．これらの  

年度傾向も生産計画に組み入れた．今後1年に一度こ  

れらの指数を見直し，生産計画と実需要との適合性を  

高める仕組みとした．包材フイルムも輸入攻勢を受け  

競争の激しい中，当社は収益を維持しているのもこの  

ようなOR活動の成果と考える．   

図1は実際に解析した蒲鉾の季節指数とその動きを  

グラフにしたものである．簡単に季節指数について説  

明しておく．季節指数とは各月毎に原系列と12カ月の  

移動平均との百分比を求め，変動の総和が1200（月平  

均100）になるように調整した指数である．この指数を  

用いて年平均でならすと1年間の季節指数が導ける．  

過去1年の版売実績値にこの指数を乗じると本年度の  

生産量が決まる．   

2．2 エ業フイルムの在庫管理：線形計画法と統計   

銀行の自動カード機で金額を入力する際の表面の導  

伝性フイルムやコンデンサー用のフイルム等も生産し  

ている．これら工業用フイルムについては当社は後発  

であるので，ニッチな分野の用途を探索して特殊なも  

ので商売を行っている．したがって，包材フイルム以  

上に需要の見込みを，季節，ビジネスサイクル（期末  

増）等から精度よく捉えることが大切であり，過去の  

販売実績を3カ月毎に見直して生産量を決めている．  
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1．はじめに  

昨今の企業活動において，OR的な考え方や手法を  

用いての実践はかなり多いが，それをORの活用事例  

としての位置づけで見ることは少ない．つまり，ORが  

ごく自然に企業活動に同化していると言える．しかし，  

ORの理論研究や手法開発に携わる者があまり評価さ  

れていないのも事実である．時には今回のようなOR  

の活用事例に焦点を当ててその特集を組むことで再び  

その価値を認識してもらうのが良い．このたび，事例  

紹介の機会を与えていただいたので，筆者が関与した  

OR的な事例について振り返ってみた．特に一般受け  

と活用場面の広がりが伝えられることを狙って，営業  

活動に関する事例をいくつか集めてみた．以下にその  

事例概要を示す．  

2．営業活動のOR事例  

2．1包材フイルムの需要予測：時系列解析   

当社では包材用フイルムを製造販売している．カセ  

ットテープ・ビデオテープを包んでいるカラフルに印  

刷をした外側のフイルムや即席ラーメンの袋等がそれ  

に相当する．その分野での当社の国内シェアはかなり  

高く，前者では90％，後者では50％を有している．   

これらフイルムはポリプロピレン，ポリエステルお  

よびナイロンをシート状にしたものである．用途に応  

じて後加工を施し，厚みと幅と長さ区分によりデリバ  

リーを行っている．その用途は食品を包むものが主体  

であるが，食品の種類は多く，その対応のために厚み，  

幅，長さの違いによる品番は1万種にもおよんでいる．  

当然，特殊なものほど不良在庫につながるので，用途  

別による需要予測を精度よく行い，生産計画や販売計  
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月 度   季節指数   月 度   季節指数   

4 月   106．7   10 月   112．5   

5 月   91．7   11 月   125．1   

6 月   96．1   12 月   113．2   

7 月   96．6   1 月   91．3   

8 月   89．4   2 月   92．7   

9 月   89．5   3 月   95．5  

＋季節指数   

4  6  8 10 12 2  

月 月 月 月 月 月  

図1 蒲鉾の包材フイルムの季節変動  

また早期在庫品については見切り売り対応を行い，長  

期滞留基準による処分ルールを定めている．工業フイ  

ルムは特殊な機能を付与したフイルムなので包材フイ  

ルム以上に厳密な在庫管理が必要である．需要の予測  

は包材フイルムの方法と基本的には同じであるが，過  

去の需要の変動率を計算してある基準を超えた銘柄に  

ついては廃棄を行い，銘柄の数が増えないようにして  

いる． 銘柄の数は絞られているので，パソコンによる  

計算が可能となり，以下のような数理計画法を用いて  

在庫量を常に0にする方向で生産計画を立案している  
♪   

目的関数：Min∑（（ふ．ノ＿1＋ズr，ノ）－y，ノ）  
f＝1   

制約条件  

♪  

売り機会損無し：∑（Sf，ノ＿1＋芳，ノー㌢，ノ）≧0  
J’＝1  

♪  
生産効率：仇≦∑αr芳，ノ＿1≦C  

I、＝1   

ここで  

P ：絞り込んだ銘柄の数  

芳，ノ：ノ月度のど銘柄の生産量  

SiJ＿1：ノー1月度のブ銘柄の在庫量  

y，ノ：ノ月度のど銘柄の販売予定量  

仇 ：ノ月度の効率的な工場の最少生産量  

C ：ノ月度の効率的な工場の最大生産量  

の  ：才銘柄の生産キャパシティ負荷係数  

銘柄毎の工程負荷から銘柄別の生産キャパシティ負  

荷係数を求め，標準品の生産量に換算して，月度の効  

率的生産量の範囲を算出した．このような運用を行う  

前は在庫月数が1カ月であった．運用後の半年で0．7カ  

月となり，今日では0．5カ月という在庫水準にあり，収  

益向上に貢献している．具体的な数値例は示さなかっ  

たが，前月度在庫量と当月生産量（負の相関）および  

当月版売量と当月在庫量（無相関）の関係を見て運用  

している．   

2．3 与信管理：多変量解析とDEMATEL分析   

低成長時代に入り，財務専門家の長年の知識や経験  

だけで取引企業の与信評価を行うことは容易ではない．  

当社では10年ほど前から，これらの手助けをする1つ  

の方法として多変量解析を中心とした評価・検討を試  

みている．これらの詳細についてはすでに報告してい  

る文献［1］にゆだねるとして，その効用と追加で実施  

した言語データによるDEMATEL（DEcision MAk－  

ing Trial＆Evaluation Laboratory）分析［2］の活  

用について述べる．   

まず多変量解析においては，倒産した事実の企業群  

と過去2年間黒字を続け増収増益である企業を優良企  

業群とし，それ以外の企業群を不良企業として3群に  

よる線形判別分析および正準判別分析を行い，最終的  

社員の商品知識が乏しい  

経営理念がない  

応接の時計が正確でない  

古いポスターが貼ってある   

社月教育が盛んでない  

支援体制が不安で眉虫資が受け難くなっている  

取り引き条件の変更が多い  

従業員の定着悪い 社長が選挙になると忙しい  

会社の雰囲気に元気がない  

社長が銀行の悪口をいう   

最大値  取引き銀行が零細で4銀行以上にわたる  

危険な会社は  

負（－）β－β  

図2 代表的項目による項目間の階層関係を示したDEMATEL分析結果  
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A）▲1は連関図全体の直接・間接行列となる．間接的な  

影響の度合いだけをみる場合は行列A2（ノーA）‾1とな  

る．直接・間接行列A（ノーAト1の行項目の和をβ，列  

項目の和を斤とし，各項目別に（β一尺）および（β＋  

β）を計算する．（β一月）が正ならばこの項目は影響  

を与える項目であり，負ならば影響を受ける項目であ  

る．（β＋斤）は，影響全体の大きさを表わしている．  

（β＋斤）を横軸に，（β一β）を縦軸にしてグラフに  

表わすと各項目間の関係が一目瞭然になる．   

2．4 特許の損害賠償算定：S字曲線理論   

野菜の長期保存に最適な包材フイルムを開発し特許  

にして販売した．当初3年は新製品として年間倍増の  

生産体制にあったが，途中から売り上げが伸び悩みだ  

した．競合企業が類似品を出して安値攻勢をかけてき  

たからである．類似品を入手して調査したところ当社  

の特許を侵害していることが判った．警告したにもか  

かわらず販売を継続されたので提訴に踏み切った．特  

許の侵害，有効性が認められたが，問題は損害額であ  

る．その額が低ければ企業としての影響は少なく，勝  

訴してもあまり意味がない．そこで，その損害額算定  

において営業から相談を受けて実施したことを示す．  

1980年までの適正ロイヤリティ算出法は，業界のラ  

イセンス相場に沿って基準を定める方式であった．こ  

の方式は本質的に保守的であり，売り上げの1－5％  

という比較的低率の賠償を課すのが普通である．この  

方式は，敗訴のリスクが軽微なため，侵害者にとって  

都合のよい方式であり，また同じ侵害が繰り返される．  

この方式は「適正」とは認めがたいという見解が支配  

的となり，代わって登場したのが仮想交渉方式である．  

これは権利者と非権利者が，お互いに誠意をもってラ  

イセンス交渉に臨む場合をノ仮想し，適正なロイヤリテ  

ィ率を想定することにより，損害賠償の基準を定める  

方法である．   

今回，逸失利益算出において，経済理論を用いた．  

には2次元上に取引先企業を多段階的（ランクA～E）  

に評価できるシステムとした．誤判別率15％以下の精  

度を有している．その後，企業数を多く収集して判別  

式を見直す作業を3年に1回実施している．   

また別のアプローチとして，言語データによる  

DEMATEL分析を試みている．DEMATEL法はある  

問題について用意された一連の質問項目あるいは観察  

項目からなる言語データを構造的に評価し，問題の根  

源を探る方法であり，主に社会的な問題に応用されて  

いる．ここでは，この間題を「将来性のない要注意企  

業を見分ける」におき，言語データには，某大手都市  

銀行の融資担当者が長年の知識・経験から精選された  

観察項目を適用した．この観察項目は，例えば「トイ  

レットペーパーが不足している」，「応接室の時計が正  

確でない」，「社月教育が盛んでない」などの37項目で  

あった．実際には，これらの項目間の連関図を作成し，  

それらの連関関係に，ある特定の重みを与えてグラフ  

理論的な数値解析を行い，要注意企業を見分ける重要  

項目を抽出した．これらの解析結果を図2に示す．   

まず「人材活用に力を入れていない」，「他の会社に  

誇れる人材が少ない」などの「人材活用」に関する項  

目が重要と抽出され，次に「支援体制が不安で，融資  

が受け難い」，「取引銀行が零細で4銀行以上にわたっ  

ている」などの「資金繰り」に関する項目が抽出され  

た．DEMATEL分析の概要は項目間の関係を示す行  

列   

A＊において，A＊の行項目の和  

の最大値により各項目を割ー），収束可能な行列Aを作  

る．すると，  

1imA亡＝［0］  
f→○：l  

その結果，A＋A2＋A3＋・‥＝A（ノー4ト1という関  

係を得る．項目間の間接的な影響の度合いが，連鎖と  

ともに単調に減少していくものとすると，行列A（ノー  

ヰう〈わ  

4C（0  

35（沿  

3∝沿  

百万円2500  

2（鼎）  

15∝〉  

1∝沿  

500  

0  

〃  
y＝   

1＋肋Ar  

（互＝3500，〟＝51，A＝0．648）  

相関係数  0，9977  

●8l●82■＆i●84■85’86－87■88■89－；沿－gl■g2■93●9l’95■！氾●97●98●9g●（氾  

図3 売上げS字曲線   
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こで，TQMのトノブ診断の際に，「業績は上がってい  

るが，好況の影響も考えられるので，成果を自律分・  

他律分を区分することで，自助努力の効果だけを分離  

把握できるようにせよ．」という指摘があった．そこ  

で，粗利構造における自律・他律要因分析の算出ロジ  

ックを決め，粗利構造における自助努力が抽出できる  

ポテンシャル分析方法を確立した．詳細は別の機会に  

する．  

3．おわりに  

今回，特集とされた主旨である「ORの有用性を語り  

かけるように，面白く，ためになるもの」となったか  

は疑問である．しかし，当社のような古い企業イメー  

ジをもつ会社においても，このようにOR的な考え方  

を駆使して活用し，企業の再生をかけて努力している  

ことは理解していただけたと思う．経営や事業は理屈  

ではなくある種の勘のような意思決定もありうると，  

述べられる経営者も多い．しかし，理に従う意思決定  

は自信がもて，力も結集されやすい．したがって成功  

の近道となりうる．今後も理作りの方法論として，ま  

たある種の筋道作りの知恵を出す道具としてORを大  

切にしていきたいものである．  
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特許製品の売上げは，図3に示すように，ほぼS字曲  

線を経て上昇し，飽和状態に達するのが普通である．  

図の理論値が，この飽和状態に至る期待値を示すレベ  

ルである．ところが，いったん売上げが急上昇を始め  

ると，模倣品，侵害品が出現するのが世の常である．  

その結果売上げは，実績が示すように，低いレベルで  

飽和に達する．斜線で示した部分が，売上げ期待値と  

実際の売上げの差額を示すものである．この差額に利  

益率を掛けたものが，利益の損失となる．S字曲線理  

論は，こうして算定された逸失利益分を，特許侵害に  

よる損害に当てはめるわけである．最新の統計学に従  
えば，立ち上がりの3分の1あたりまでの実績をつか  

めば，かなり正確に上限を予測することが可能である．   

この事例では，当初81年から85年の5年間の実績で  

もってロジスティック曲線によりS字曲線を当てはめ  

た．完全に侵害品が大量に出たと思われる85年から92  

年の裁判勝訴までの逸失利益額を計算すると，経常利  

益率10％としても，12．4億円にもなった．裁判の結果，  

ほとんど我々の提訴が認められた．競合企業が1社で  

あったので因果関係も明瞭であった．侵害者が2社に  

わたる場合は，その立証は複雑になる．   

2．5 ポテンシャル分析：OR的な考え方   

数学や確率・統計を用いることだけがORではない．  

ものの考え方自体を納得させるもの，あるいは1つの  

筋として理路整然とさせたものはすべてOR的な考え  

方といえる．当社は，繊維素材を中心に扱っている．  

原料としては原綿やナフサを買い付けたりするので，  

昔から市況に左右される風土があり，業績の悪いこと  

を市況すなわち他責の問題とすることが多かった．そ  
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